
 

 

議案第９号 
 
 

令和４年度北広島市一般会計補正予算（第１号） 
 
 
 令和４年度北広島市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 
 
 
１ 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１２１，６５８千円を増額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８，１４３，２２３千円とする。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 
 
 
 
  令和４年６月６日提出 
 
                   北広島市長 上 野 正 三 
 
 
 



第１表　歳入歳出予算補正

歳  入 (単位：千円)

款 項

16 国庫支出金 5,712,084 117,358 5,829,442

 2 国庫補助金 2,491,473 117,358 2,608,831

20 繰入金 531,851 4,300 536,151

 1 基金繰入金 531,851 4,300 536,151

28,021,565 121,658 28,143,223

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計



歳  出 (単位：千円)

款 項

 3 民生費 9,953,347 121,658 10,075,005

 2 児童福祉費 3,495,690 121,658 3,617,348

28,021,565 121,658 28,143,223

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計



令和４年度

歳入歳出補正予算事項別明細書

（一般会計補正予算第１号）



総括

(歳　入) (単位：千円)

款

16 国庫支出金 5,712,084 117,358 5,829,442

20 繰入金 531,851 4,300 536,151

28,021,565 121,658 28,143,223

補正前の額 補 正 額 計

歳 入 合 計



歳入
16款 国庫支出金

 2項 国庫補助金 (単位：千円)

節   

目

 2 民生費国庫補助金 460,014 78,658 538,672  2 児童福祉費補 78,658 子育て世帯生活支援特別給付金事業補助金 78,658

助金

 6 地方創生臨時交付金 33,944 38,700 72,644  1 地方創生臨時 38,700 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 38,700

交付金

計 2,491,473 117,358 2,608,831

20款 繰入金

 1項 基金繰入金

12 財政調整基金繰入金 400,000 4,300 404,300  1 財政調整基金 4,300 財政調整基金とりくずし 4,300

繰入金

計 531,851 4,300 536,151

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

20 繰入金



総括

(歳　出) (単位：千円)

款

 3 民生費 9,953,347 121,658 10,075,005 117,358 0 0 4,300

28,021,565 121,658 28,143,223 117,358 0 0 4,300歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他



歳出
 3款 民生費

 2項 児童福祉費 (単位：千円)

節       

目

 5 子育て世帯 0 121,658 121,658 国庫支出金 0 4,300  3 職員手当等 528 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 121,658

生活支援特 117,358 10 需用費 80 職員手当等 528         

別給付金給 11 役務費 250 需用費 80         

付費 12 委託料 1,800 役務費 250         

18 負担金補助 119,000 委託料 1,800         

及び交付金 保守・点検・整備委託 1,800                  

負担金補助及び交付金 119,000         

補助金・助成金・賛助金 119,000                  

計 3,495,690 121,658 3,617,348 国庫支出金 0 4,300

117,358

区 分 金 額
説 明

国道支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の
額

補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財源

3 民生費



給与費明細書



１  特別職 （単位：千円）

報酬 給料
期末手当

（年間支給率）
地域手当 寒冷地手当 その他の手当 計

10,397 退8,652 福18  公41

（3.25月分）

37,670

（3.25月分）

その他 24 12,116 12,116 12,116

計 49 105,176 25,685 48,067 351 179,279 36,236 215,515

10,397 退8,652 福18  公41

（3.25月分）

37,670

（3.25月分）

その他 24 12,116 12,116 12,116

計 49 105,176 25,685 48,067 351 179,279 36,236 215,515

長  等 0 0 0 0 0 0 0 退　0　福 0   公0

議  員 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0

備考         １  　　長等とは、市長、副市長及び教育長をいう。
                2

２  一般職

  （１）  総括 （単位：千円）

一般職員 会計年度任用職員 報酬 給料

(  55  ) (  437  ) 退 　92,269      福   1,302

461 30 公   3,753

(  55  ) (  437  ) 退 　92,269      福   1,302

461 30 公   3,753

(  0  ) (  0  ) 退　0　  福 　0

0 0 公  0

通勤手当 住居手当 管理職手当
時間外勤務

手当
特殊勤務

手当
【参考】児童手当

27,185 55,380 65,116 142,990 4,263 40,080

27,185 55,380 65,116 142,462 4,263 40,080

0 0 0 528 0 0

宿日直手当 夜勤手当 休日手当 単身赴任手当 災害派遣手当

0 2,600 29,000 0 0

0 2,600 29,000 0 0

0 0 0 0 0

（    ）内は短時間勤務職員等の数（外数）

扶養手当

1,895,041545,478

817,404

補正前

補正前

0 0

区分

3

22

36,43325,685 351長  等

議  員 93,060 160,769

42,630

給 与 費

130,730

351 36,433

42,630

130,730

6,197

30,039

30,039

528

62,404 1,010

地域手当

1,287,915

1,287,387

職員手当

4,486,368

528

補正後

40,483

40,483

62,404

寒冷地手当

0

期末勤勉手当

0

1,010

職員手当の
内 訳

補正後

補正前

比  較

0

区分

補正後

0

817,404

比  較

共済費

計
共済費

備考

備考

合計

の選挙、議決又は同意を必要とする職に限定して給与費を記載した。
８人、監査委員２人、農業委員会委員７人、教育委員会委員４人）

合計

160,769

6,197

給 与 費 明 細 書

給 与 費

区分

補正後

補正前

　その他には、地方公務員法第３条第３項第１号の規定により、就任について 議会
（公平委員会委員３人、固定資産評価審査委員会委員３人、選挙管理委員会委員

比  較

区分

職員数(人）

長  等

比  較

3 25,685

議  員 22 93,060

1,895,041

職員数（人）

545,478 3,727,906 4,485,840

528

757,934

757,9343,728,434

0



  （ア）  一般職員 （単位：千円）

報酬 給料

退 　92,269      福   1,302

公   3,753

退 　92,269      福   1,302

公   3,753

退　0　  福 　0

公  0

通勤手当 住居手当 管理職手当
時間外勤務

手当
特殊勤務

手当
【参考】児童手当

25,505 55,380 65,116 142,728 4,263 40,080

25,505 55,380 65,116 142,200 4,263 40,080

0 0 0 528 0 0

宿日直手当 夜勤手当 休日手当 単身赴任手当 災害派遣手当

0 2,600 29,000 0 0

0 2,600 29,000 0 0

0 0 0 0 0

  （イ）  会計年度任用職員 （単位：千円）

報酬 給料

通勤手当 住居手当 管理職手当
時間外勤務

手当
特殊勤務

手当
【参考】児童手当

1,680 0 0 262 0 0

1,680 0 0 262 0 0

0 0 0 0 0 0

宿日直手当 夜勤手当 休日手当 単身赴任手当 災害派遣手当

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

（    ）内は会計年度任用職員短時間勤務職員の数（外数）

（    ）内は再任用短時間勤務職員等の数（外数）

共済費 合計 備考

給 与 費 明 細 書

職員手当 計

3,647,222647,928補正後
(  55  )

1,164,748 2,999,294

区分 職員数（人）
給 与 費

461

補正前
(  55  )

1,164,220 2,998,766 647,928 3,646,694
461

0

00

1,834,5460

1,834,546

1,010

0

補正後

比  較
(  0  )

528 528

区分 期末勤勉手当

1,010

比  較 0

528
0

職員手当の
内 訳

区分 扶養手当 地域手当

補正後 62,404

補正前 62,404

0

696,179 40,483

比  較 0 0

696,179 40,483

寒冷地手当

補正前

比  較 0 0

60,495

0

区分 期末勤勉手当 寒冷地手当

補正後 121,225

補正前 0 0

0

補正前 121,225 0

比  較 0 0

0
0

0

職員手当の
内 訳

区分 扶養手当 地域手当

補正後 0 0

545,478 60,495

備考

839,146123,167

比  較
(  0  )

0 0 0

合計
職員手当 計

補正後
(  437  )

123,167 729,140 110,006 839,146
30

補正前
(  437  )

区分 職員数（人）
給 与 費

共済費

545,478

729,140 110,006
30



  （２） 給料及び職員手当の増減額の明細 （単位：千円）

0 給与改定に伴う増減分 0

昇給に伴う増加分 0

その他増減分 0

528 制度改正に伴う増減分 0

その他増減分 528 時間外手当増額分 528

  （３）給料及び職員手当の状況

   ア   職員１人当たり給与  （単位：円）    イ  初任給 （単位：円）

一般行政職 消防職 教育公務員 技能労務職 区                  分 学   歴 消防職 教育公務員 技能労務職

303,751 311,853 376,080 - 高校卒 150,600 150,600 -

322,435 333,984 384,820 - 大学卒 182,200 182,200 -

39歳9月 41歳2月 51歳8月 - 高校卒 - - -

302,585 313,421 373,800 - 大学卒 - - -

324,770 338,097 381,000 -

40歳2月 41歳5月 51歳4月 -

備考  再任用短時間勤務職員等を除く。

150,600

182,200

区                      分

区               分

給               料

増    減    額

職     員     手     当

150,600

一般行政職

増    減    事    由    別    内    訳 備                                                       考説             明

北広島市の制度
182,200

国   の   制   度

令和4年 １月 １日
現 在

令和3年 １月 １日
現 在

平均給料月額

平均給与月額

平  均  年  齢

平均給料月額

平均給与月額

平  均  年  齢



   ウ   級別職員数              （   ）内は再任用短時間勤務職員等の数及び構成比（外数）

職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比

（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
13 3.6 1 1.1 1 20.0 -                       -                       
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
39 10.8 9 9.8 2 40.0 -                       -                       
(3) (6.7) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
10 2.8 3 3.3 1 20.0 -                       -                       
(8) (17.8) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
125 34.7 40 43.5 - - - -
(31) (68.9) (4) (100) (-) (-) (-) (-)
91 25.3 16 17.4 1 20.0 -                       -                       
(3) (6.7) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
51 14.2 11 12.0 - - -                       -                       
(0) (0) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
31 8.6 12 13.0 - - - -                       
(45) (100) (4) (100) (-) (-) (-) (-)
360 100 92 100 5 100 - -
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
13 3.6 - - 1 20.0 -                       -                       
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
36 9.8 8 8.9 2 40.0 -                       -                       
(3) (7) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
15 4.1 3 3.3 1 20.0 -                       -                       
(3) (7) (1) (25) (-) (-) (-) (-)
131 35.7 41 45.5 - - - -
(35) (78) (4) (100) (-) (-) (-) (-)
80 21.9 16 17.8 - - -                       -                       
(8) (18) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
56 15.3 8 8.9 1 20.0 -                       -                       
(1) (2) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
35 9.6 14 15.6 - - - -                       
(50) (100) (5) (100) (-) (-) (-) (-)
366 100 90 100 5 100 - -

（級別の基準となる職務）

区分

１級 定型的な業務を行う職務

２級 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

３級 主任の職務

１　主査等の職務

２　困難な業務を処理する主任の職務

５級 課長等の職務

１　消防署長等の職務

２　困難な業務を処理する課長等の職務

１　部長等の職務

２　困難な業務を処理する消防署長等の職務

７級

６級

級

消防職

６級

７級

区       分

４級

令 和 ４ 年 １ 月 １ 日
現 在

令 和 ３ 年 １ 月 １ 日
現 在

教育公務員

２級

職 務 の 内 容

技能労務職

３級

５級

１級

計

一般行政職

４級

７級

６級

計

４級

３級

２級

１級

５級



   エ   昇給   

合     計 一般行政職 消防職 教育公務員 技能労務職

１号給 1 0 1 0 0

２号給 30 22 5 3 0

３号給 5 5 0 0 0

４号給 371 292 78 1 0

88.3% 87.6% 91.3% 80.0% -

１号給 1 0 1 0 0

２号給 30 22 5 3 0

３号給 5 5 0 0 0

４号給 371 292 78 1 0

88.3% 87.6% 91.3% 80.0% -

 備考   職員数欄には再任用短時間勤務職員等を含まない。

   オ   期末手当・勤勉手当              （  ）内は再任用職員等の支給率

支給期別支給率 支給率

６月（月分） １２月（月分） 計

(1.125) (1.125) (2.25)

2.150 2.150 4.30

(1.125) (1.125) (2.25)

2.150 2.150 4.30

(1.125) (1.125) (2.25)

2.150 2.150 4.30

有

有

補　正　前

国の制度

5

区       分

補
　
　
正
　
　
後

比率(B)/(A）

号給数別内訳

職員数
0

407 319 84 4 0

補
　
　
正
　
　
前

職員数
461 364

昇給に係る職員数

（ A ）

昇給に係る職員数

（ B ）

比率(B)/(A）

号給数別内訳

区        分 職制上の段階、職務の級等による加算措置

補　正　後 有

461 364 92

84 4

0
（ A ）

0
（ B ）

92 5

407 319



   カ   定年退職及び応募認定退職に係る退職手当              
２ ０ 年 勤 続 ２ ５ 年 勤 続 ３ ５ 年 勤 続 最 高 限 度 そ の 他 の

の者 の者 の者 加 算 措 置

（月分） （月分） （月分） （月分） 等

定 年 前 早

期 退 職 特

支給率等 24.586875 33.27075 47.709 47.709 例 措 置

（2%～45%加算）

定 年 前 早

期 退 職 特

国の制度 24.586875 33.27075 47.709 47.709 例 措 置

（支給率等） （2%～45%加算）

   キ   地域手当              

   ク   特殊勤務手当          
全職種 一般行政職 消防職 教育公務員 技能労務職

   ケ   その他の手当        

区       分

扶養手当

支給最高限度額 月額 27,000 円

家賃 支給額

(1)23,000円以下

(2)23,001～52,999円

(3)53,000円以上

交通機関等利用者 実費支給

交通用具使用者 通勤距離に応じて定額支給

北広島市

0%

0

北海道内は札幌市に在勤する職員

3%

異

75.0%

給料総額に対する比率（％）

15.0%

国の指定基準に
基づく支給率（％）

0.0%

0.0%

1.3%

1.0%

区                  分

(3)27,000円

-

-

(2)（家賃-23,000円）×1/2+12,000円

支給対象職員の比率（％）

3%

2

20%

1

20%

東京都特別区に在勤する職員

（令和4年１月１日現在）

0.3%

異

住居手当

通勤手当

差      異      の      内      容

防疫作業手当　行旅死病人取扱従事手当  消防業務手当
野犬掃とう業務手当　災害応急対策等派遣手当

同

国の制度との異同

手当の名称

(1)家賃－11,000円

0.0%

備     考

支給対象地域

支給率（％）

支給対象職員数（人）

区     分

札幌市 国への派遣等


